
2024年度第2回連絡委員2024年度第2回連絡委員
会会

レ ジ ュ メ

  ⽇時⽇時

11⽉7⽇（⽊）、11⽉9⽇（⼟）
21:00-
於zoom

  本⽇の流れ本⽇の流れ
1.学⽣会館・キャンパスプラザについて

概要/開館時間/利⽤について
公式サイト・公式X(旧Twitter)アカウントについて

2.重要なお知らせ・意⾒公募
連絡委員・団体登録に関する変更について（来年度以降）
⾼額備品の貸出期限について
共⽤部屋予約劣後制度について
部室での⽣物飼育に関する変更について
アンケート回答のお願い

3.駒場祭に伴う各種変更・諸注意
各種変更
諸注意

4.各種お知らせ
【制度変更・6⽉1⽇から】モノクロ印刷機の料⾦変更について
【制度変更・6⽉21⽇から】共⽤部屋・⼀次抽選⽇程変更
共⽤部屋・当⽇予約の個⼈/団体の区別について
不審者情報について

5.利⽤に関する注意事項
槌⾳広場ないしB棟軒下の使⽤について
廃棄物についてのお願い
学⽣会館ロビーの使⽤について
キャンパスプラザのベランダへの物品放置について



1 . 学 ⽣ 会 館 ・ キ ャ ン パ ス プ ラ ザ に つ い て

  概要概要

学⽣会館・キャンパスプラザは、駒場キャンパスにおいて、学⽣の課外活動の拠点とな
る施設です。さまざまなサークルの部室があるのはもちろん、⾳楽練習室や会議室の貸
出、備品や印刷機の貸出、紙の有償配布、⼤判印刷などを⾏っています。
これらの建物は、東⼤⽣で構成される「学⽣会館運営委員会」が運営しています。部屋
の鍵・備品・印刷機の貸出などの窓⼝業務のほか、施設管理・会計・各種備品購⼊ま
で、⽇常業務のすべてが学⽣の⼿によって⾏われています。

  開館時間開館時間

開館時間は、平⽇は10:00~21:30/⼟曜は9:00~21:30/⽇曜祝⽇は9:00~19:30で
す。
ただし、試験期間や⻑期休暇中は開館時間が短くなります。閉館となることもあります
ので、公式サイトや公式X(旧Twitter)でご確認ください。

  学⽣会館・キャンパスプラザの利⽤について学⽣会館・キャンパスプラザの利⽤について

基本的な使い⽅やサービスはパンフレット「学⽣会館・キャンパスプラザ 2024」をご
覧ください。
パンフレットのPDF:
https://drive.google.com/file/d/1fINmxDoqKmlX3KdchKdH1kzduQqap0QE/view?
usp=drive_link
新⼊⽣の⽅には諸⼿続の際に配布した冊⼦です。
※印刷機の価格は変更されておりますのでご注意ください。詳細は下記「制度変更」を
ご覧ください。

  公式サイト・公式Xアカウントについて公式サイト・公式Xアカウントについて

公式サイトにて、学⽣会館の使⽤案内や詳しい運営情報、開館⽇程を閲覧することがで
きます。学⽣会館・キャンパスプラザを使⽤する⽅は定期的にご確認ください。
→ https://www.gkuc.net/
また、公式X(旧Twitter)アカウント(@GakkanUT)を運⽤しております。開館⽇程や重
要なお知らせはXでも確認できます。
→ https://twitter.com/GakkanUT
ぜひフォローしてください。

https://drive.google.com/file/d/1fINmxDoqKmlX3KdchKdH1kzduQqap0QE/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1fINmxDoqKmlX3KdchKdH1kzduQqap0QE/view?usp=drive_link
https://www.gkuc.net/
https://twitter.com/GakkanUT


2 . 重 要 な お 知 ら せ ・ 意 ⾒ 公 募

  連絡委員・団体登録に関する変更（来年度以降）連絡委員・団体登録に関する変更（来年度以降）

連絡委員制度・連絡委員会に関する学⽣会館委員会の⽅針について連絡委員制度・連絡委員会に関する学⽣会館委員会の⽅針について

昨今の連絡委員会への出席状況等を踏まえ、来年度以降の団体登録について

連絡委員の廃⽌および団体責任者の設置
連絡委員会の廃⽌、参加任意の説明会の開催
団体登録の半年更新
公演等特別使⽤の要件の変更

を⾏う⽅針となっております。連絡委員会では経緯についてより詳細にお知らせします
ので、ご関⼼のある⽅はぜひご出席ください。

連絡委員会の廃⽌、参加任意の説明会の開催連絡委員会の廃⽌、参加任意の説明会の開催

出席率の低さ（第1回連絡委員会では約4割のサークルが無断⽋席となりました）を踏ま
え、委員会では連絡委員会のあり⽅について検討を⾏いました。結果として、連絡委員
会への参加を義務とする必要性は低いため、連絡委員会に代わって参加任意の説明会を
⾏うことになりました。

連絡委員の廃⽌および団体責任者の設置連絡委員の廃⽌および団体責任者の設置

連絡委員制度の意義の⾒直しを⾏い、団体責任者に改称することとなりました。

団体登録の半年更新団体登録の半年更新

連絡委員会の参加義務に代わり、団体登録をメーリングリストの登録ではなく利⽤⽅法
に関する確認事項やクイズを付したフォームへの回答によって⾏うことになります。
登録フォームは今回サークルの皆様にご回答いただいた「連絡委員会フォーム」とほぼ
同内容とお考え下さい。

公演等特別使⽤の要件の変更公演等特別使⽤の要件の変更

公演等特別使⽤の要件として「連絡委員会（説明会）への参加」は不要になります。

1年⽣のクラス連絡委員について1年⽣のクラス連絡委員について

広報や利⽤案内のため、クラス連絡委員は来年度以降も新⼊⽣に登録していただきま
す。ただし、共⽤部屋・⼤型備品等の利⽤のためにはサークル同様の団体登録が別途必
要になります。



  ⾼額備品の貸出期限について⾼額備品の貸出期限について

学⽣会館運営委員会では、⾼額備品（プロジェクター、スクリーン、ワイヤレスマイ
ク）の貸出期間について検討を⾏っております。

現⾏制度

貸出対象︓連絡委員登録団体
個数制限︓各1個
予約︓可（1ヶ⽉前〜）
貸出期間︓貸出当⽇の閉館30分前まで

変更について

台数が限られること
終⽇使⽤する例があまりないこと
⻑時間プロジェクターを連続運転することで過度に発熱する恐れがあること

以上の理由から、⾼額備品の貸出時間に制限を設定することを検討しております。

  共⽤部屋予約劣後制度について共⽤部屋予約劣後制度について

これまでの注意と劣後措置により、⼀定の改善が⾒られました。
その⼀⽅で改善の⾒られない団体も少ないながらも存在します。

そのため、該当する団体に劣後措置の2段階⽬として、「共⽤部屋⼀次抽選の利⽤停
⽌」を⾏いたいと考えております。
対象団体を「⼀定の⽉において共⽤部屋予約劣後措置第⼀段階に該当する団体」かつ、
「共⽤部屋の利⽤状況が悪く、⾼度な改善が必要だと当委員会が判断する団体」といた
します。
なお、2段階⽬を適⽤する詳しい基準、判断基準に関しましてはお答えできかねますの
であらかじめご了承ください。

今後の状況によっては第3段階も検討しております。

改めてになりますが、予約した部屋をご使⽤になられない場合は、""前⽇まで""にキャ
ンセルフォームを提出することへのご協⼒をお願いいたします。

  部室での⽣物飼育に関する変更について部室での⽣物飼育に関する変更について

来年度以降、部室で⽣物を飼育する団体には

⻑期閉館期間の受け⼊れ先の届出

をお願いすることになります。現在⽣物を飼育されている・今後飼育を検討している団
体の皆様は把握をお願いいたします。



  アンケート回答のお願いアンケート回答のお願い

当委員会では、上記４件の制度変更に関するご意⾒を公募しております。
アンケートに質問がございますので、回答をお願いいたします。
連絡委員以外の皆様は、⽬安箱でご意⾒を随時承っております。
https://www.gkuc.net/contact/qanda/

3 . 駒 場 祭 に 伴 う 各 種 変 更 ・ 諸 注 意

  各種変更各種変更

開館時間の変更開館時間の変更
11⽉21⽇(⽊)(駒場祭前⽇)︓10:00-20:00
11⽉22⽇(⾦)〜24⽇(⽇)(駒場祭当⽇)︓8:00-20:00

印刷機の使⽤・印刷⽤紙の有償配布・窓⼝での各種申請受付は19時30分をもって終了し
ます。

共⽤部屋の使⽤について共⽤部屋の使⽤について

11⽉21⽇(⽊)10時から25⽇(⽉)12時までの各⽇開館時間〜閉館30分前は、学⽣会館本
館・新館・キャンパスプラザの全共⽤部屋、屋上を駒場祭委員会に貸し出しますので、
通常の使⽤はできません。

備品貸出について備品貸出について
⼤型備品

11⽉20⽇（⽔）10:00〜11⽉25⽇（⽉）12:00は、貸出可能数が⾮
常に少なくなります。

⾼額備品(プロジェクター、スクリーン、ワイヤレスマイク)
駒場祭期間中の貸し出しは⾏いません。

⼩型備品
11⽉21⽇(⽊)〜24⽇(⽇)は、⼀⼈⼀点の貸し出しといたします。

ゴミ箱封鎖ゴミ箱封鎖

駒場祭前⽇・当⽇（11⽉21⽇(⽊)〜11⽉24⽇(⽇))は学⽣会館・キャンパスプラザ内の
ゴミ箱は封鎖され、使⽤できなくなります。駒場祭当⽇に発⽣したゴミは駒場祭委員会
が回収しますのでそちらをご利⽤下さい。

https://www.gkuc.net/contact/qanda/


部室・サークルロッカー内での⾷材保管禁⽌部室・サークルロッカー内での⾷材保管禁⽌

駒場祭委員会が定める基準を満たす⾷品を除き、駒場祭期間中は⾷料品、飲料品は部
室、サークルロッカーへの保存を全⾯禁⽌いたします。紛らわしいため、基準にかかわ
ず⾷料品、飲料品の保管は控えていただくようお願いいたします。もし保管されている
⾷品が発⾒された場合、駒場祭委員会によって回収される可能性がございます。安全な
駒場祭の実⾏にご協⼒をお願いいたします。

※この件に関する問い合わせは駒場祭委員会までお寄せください。
Tel. 03-5454-4349
Fax. 03-3466-1865
E-mail committee@komabasai.net

モノクロ印刷機 紙原稿をご⽤意下さいモノクロ印刷機 紙原稿をご⽤意下さい

駒場祭前⽇・当⽇（11⽉21⽇(⽊)〜11⽉24⽇(⽇))は、データ原稿の転送に使⽤するプ
リントコーナーの混雑を緩和するため、モノクロ印刷機の使⽤申請は紙原稿の⽤意がで
きている⽅のみ受付いたします。データ原稿のみお持ちの場合、紙原稿を作成してから
モノクロ印刷機の使⽤申請をしていただきます。紙原稿の事前準備にご協⼒をお願いし
ます。
なお、カラー印刷機は紙原稿に対応しておりませんので、カラー印刷をご希望の⽅はデ
ータ原稿をご⽤意下さい。

⼤判印刷受付⼤判印刷受付

受渡しは、申請から8⽇が経過した⽇以降に可能となります。また、申請をいただいて
も、データに不備がある場合は納期までにお渡しすることができない場合がございま
す。余裕をもった申請をお願いいたします。

  諸注意諸注意

共⽤部分への物品放置について共⽤部分への物品放置について

閉館中、学⽣会館委員会が管理する共⽤部分・施設周辺部分への物品・資材放置は禁⽌
です。

⼯作について⼯作について

⼯具やペンキを⽤いる⼯作（⽴て看板製作など）は、全⼯程を槌⾳広場（キャンプスプ
ラザB棟東側広場）で⾏うようにしてください。
部室、共⽤部屋、ロビー、ピロティ、中庭部分での作業は禁⽌です。
主な⼯具（⾦づち、くぎ抜き、きり、のこぎり等）は学⽣会館・キャンパスプラザ事務
室にて貸し出しています。



ダンボール・⼤量のゴミを廃棄する際はダンボール・⼤量のゴミを廃棄する際は

⼯作等で発⽣したダンボールや⼤量のゴミ等を廃棄する際は、直接学⽣会館前にあるゴ
ミ集積所まで持って⾏ってください。くれぐれもゴミ箱横やロビーに放置したり、無理
やりゴミ箱に押し込むことのないようお願いします。

釘の処理について釘の処理について

⽴て看板等を製作する際、釘を製作場所に放置することは禁⽌です。
過去に道路に落ちている釘を踏んで怪我をする・⾞のタイヤがパンクする等の事態が発
⽣しています。また、材⽊に釘が刺さって⾶び出しているものは、キャンパス内の保育
所から「⼦供が拾うかも知れず危ない」と指摘されています。
余った釘、使⽤済みの釘は、学⽣会館・キャンパスプラザ事務室でも回収しております
ので、窓⼝までお持ちください。
※⼯作に使⽤する釘の配布・販売は⾏っておりません。

その他のゴミ処理についてその他のゴミ処理について

館内のゴミ箱にゴミを捨てる際には、ゴミ箱に表⽰してある分別にしたがって捨ててく
ださい。
なお、⼤学で発⽣したゴミは産業廃棄物として扱われます。そのため、家庭で出るゴミ
とは分別が異なっているものがあります。分別が分からない場合は、事務室にご相談く
ださい。
なお、学⽣会館・キャンパスプラザの事務室でゴミ袋を配布しています。

容器包装系のビニール・プラスチック、レジ袋などは、すべて不燃ゴミとなりま
す。
ガラスゴミや釘は袋に包んで事務室にお持ちください。
電池は通電部をセロハンテープで覆うなどの絶縁処置をして事務室にお持ちくださ
い。
スプレー⽸はビニール袋に⼊れ、袋にスプレー⽸と書いて、⽸のゴミ箱の上に置い
てください。
雑誌や⼩冊⼦などの古紙類は、紐で括って集積所にお持ちください。
粗⼤ゴミを捨てることができるのは、年に2回（6⽉・12⽉）実施される環境整備
のみです。
館内のゴミ箱が⼀杯になっている場合には、無理に詰め込んだりせずに、第1グラ
ウンド（陸上競技場）横の集積所にお持ちください。なお、コミプラ横のゴミ箱は
⽣協専⽤のため、使⽤しないようお願いいたします。集積所に⼊り切らない場合
は、集積所が空くまで部室等で保管していただくようお願いいたします。

ペンキの処理についてペンキの処理について

固形剤を⽤いるか、紙などに染み込ませ乾燥させてから処分してください。

館内でペンキを使⽤しないこと



残ったペンキを⽔道に流さないこと
ペンキのついた⼿で施設、備品に触れないこと

この3つの徹底をお願いいたします。

4 . 各 種 お 知 ら せ

  制度変更（5⽉以降に施⾏済）制度変更（5⽉以降に施⾏済）

【制度変更・6⽉1⽇から】モノクロ印刷機の料⾦変更について【制度変更・6⽉1⽇から】モノクロ印刷機の料⾦変更について

昨今の物価⾼騰に伴い、モノクロ印刷機の料⾦を次のように変更しております。

5⽉31⽇(⾦)まで
モノクロ印刷機 製版︓1⾯あたり40円 印刷︓1⾯あたり1円
ただし、5円未満の端数は5円に切り上げ

6⽉1⽇(⼟)より
モノクロ印刷機 製版︓1⾯あたり40円 印刷︓1⾯あたり1円
ただし、10円未満の端数は10円に切り上げ

皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解いただけますと幸いです。

【制度変更・6⽉21⽇から】共⽤部屋・⼀次抽選⽇程変更【制度変更・6⽉21⽇から】共⽤部屋・⼀次抽選⽇程変更

以前からのご要望、及び2024年2⽉ごろに実施したアンケートの結果を踏まえ、【6⽉
21⽇(⾦)締切⽇分】より、共⽤部屋の1次抽選の締切⽇を8⽇前から【15⽇前】に変更
しております。これに伴い、優先使⽤による共⽤部屋予約の締切についても11⽇前から
15⽇前に変更されています。尚、2次抽選の締切⽇は、4⽇前のまま変わりません。

  その他周知事項その他周知事項

共⽤部屋・当⽇予約の個⼈/団体の区別について共⽤部屋・当⽇予約の個⼈/団体の区別について

昨年2⽉より導⼊いたしました共⽤部屋当⽇予約ですが、規程改正に伴い、再度使⽤⽅
法の周知をいたします。

・当⽇予約の個⼈/団体の区別は、抽選予約における個⼈向け/団体向け共⽤部屋の区別
とは無関係です。例えば、当⽇予約の団体使⽤において、個⼈向け共⽤部屋である第4
⾳練を予約することは可能です。
・当⽇予約の個⼈使⽤における複数⼈使⽤はできません。複数⼈で使⽤される場合は、
団体使⽤をご利⽤ください。

その他詳細は、申請書記⼊台の注意事項や公式サイトをご確認ください。



不審者情報について不審者情報について

学友会学⽣理事会より、不審者の情報の提供がありましたので、皆様に周知いたしま
す。
学友会学⽣理事会に提供された情報によれば、継続的反復的に⼥性をターゲットとした
声かけやつきまとい等を⾏っている不審者が、昨年10⽉からキャンパスプラザ周辺に出
没しており、今年７⽉にも発⾒されたとのことです。
皆様には、こういった不審者に注意していただくようお願いいたします。特に、夜間や
1⼈で⾏動している際などは狙われやすくなります。
万が⼀、不審者に遭遇してしまった場合は、周囲にいる⼈に助けを求める、スマホアプ
リ等を活⽤しブザー⾳を発する、守衛室（03-5454-6666）に連絡するなどの⾝を守る
⾏動を取るようにしてください。

部室配備の物品について部室配備の物品について

委員会が部室に配備している物品(棚・椅⼦等)を処分する際は⼿続きが必要です。ま
た、新たな配備の希望も受け付けております。
アンケートに質問がございますので、希望される場合はご回答をお願いいたします。

5 . 利 ⽤ に 関 す る 注 意 事 項

  槌⾳広場ないしB棟軒下の使⽤について槌⾳広場ないしB棟軒下の使⽤について

7⽉8⽇、弊委員会でキャンパスプラザB棟東側に位置する部室の窓ガラスが破損してい
ることを確認いたしました。
破損の態様は、⼀点を中⼼にして放射状に数本ヒビが⼊ったものであり、槌⾳広場側か
ら鋭利な物が接触したものと思われます。
破損の瞬間を⾒た⽅や破損に⼼当たりがある⽅はご⼀報をいただければ幸いです。ご協
⼒の程よろしくお願いいたします。
また槌⾳広場の利⽤に関しまして、最近はこの他に、閉館後B棟軒下に⾓材や刃が回転
したままのグラインダー等が放置されている事例も散⾒されます。
B棟軒下を含む共⽤部分での許可のない物品放置は禁⽌されており、これは施設使⽤規
程第9条第六号に基づくものです。
B棟東側壁⾯に同様の掲⽰がなされているにも関わらず物品が放置されている現状は遺
憾と⾔わざるを得ません。
特に槌⾳広場を⽇頃利⽤なさっている⽅はこの点をご理解いただき、規則に沿った適切
な活動を⾏うようお願い申し上げます。



  廃棄物についてのお願い廃棄物についてのお願い

最近発⾒された廃棄物・遺棄物について最近発⾒された廃棄物・遺棄物について

ビールの⽸/タバコの吸い殻

学⽣会館・キャンパスプラザにおける喫煙は施設使⽤規程第9条第3号、飲酒は施設使⽤
規程第9条第4号に定める禁⽌⾏為となります。
ルールを守ったご使⽤をお願いいたします。

ガスが残ったままのライター

ガスが残ったまま廃棄されますと、回収時の事故につながる可能性があり⼤変危険で
す。
廃棄する場合にはガスを全て抜くようお願いいたします。

⼤量の油・ソース類

今年9⽉に学⽣会館3階のゴミ箱にて発⾒されました。中⾝の⼊った物品は回収すること
ができず、委員会でも対処することが困難です。新聞紙や凝固剤などを使⽤し、適切に
処理していただくようお願いいたします。

  学⽣会館ロビーの使⽤について学⽣会館ロビーの使⽤について

先⽇、学⽣会館ロビーの印刷機械類付近で飲⾷をする⽅がいらっしゃいました。
学⽣会館・キャンパスプラザにおいて、学⽣会館ロビーの印刷機械類付近における飲⾷
は、施設及び備品を汚損するおそれがあるため、感染症対応とは無関係に禁⽌とさせて
いただいております（施設使⽤規程9条13号）。
施設維持にご協⼒をお願いいたします。

  キャンパスプラザのベランダへの物品放置についてキャンパスプラザのベランダへの物品放置について

先⽇、キャンパスプラザのベランダの清掃を試みたところ、机、⽴て看板、電気器具、
電池などが放置されていました。共⽤部分への物品の放置は、施設使⽤規程第9条第6号
に反する⾏為であるほか、窓ガラスの破損や発⽕などにつながり、避難経路の確保の観
点からも、⼤変危険です。 ベランダや軒下等の共⽤部分に物品を放置されている団体の
⽅は速やかに撤去をお願いいたします。


